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令和２年度第９回南関町農業委員会会議録 

 

令和２年１２月１０日（木） 

午 前 ９ 時 ３ ０ 分 開 会 

南関町役場  第一会議室 

 

一、開会宣言 

 

二、議事日程 

１．開  会 

２．農業委員憲章朗読 

３．会長挨拶 

４．議事録署名人の指名 

   ８番 山 本 精 武 君 

９番 大 倉 公 泰 君 

５．議  事 

  第４２号議案 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

  第４３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

  第４４号議案 非農地証明願について 

  報告第３号  許可不要転用届について 

６．そ の 他 

７．閉  会 

 

三、出席委員は次のとおりである。（１０名） 

  会長 竹 島  久 利 君  副会長 釘 崎 眞貴子 君 

  １番 片 山  幸 次 君   ２番 橋 本    勝 君 

  ３番 菅 原  和 義 君   ４番 末 竹  信 雄 君 

  ６番 西 山  良 輔 君   ７番 片 山 カツ子 君 

  ８番 山 本  精 武 君   ９番 大 倉  公 泰 君 

 

四、欠席委員は次のとおりである。（１名） 

  ５番 荒 木    茂 君  
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五、本会議に職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 事務局長  田 口    明 君 

 書  記  上 田    賢 君 
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令和２年度第９回南関町農業委員会会議録 

議事の経過 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

開会 午前９時３０分 

１．開 会 

○副会長（釘崎 眞貴子君） それではご起立ください。時間がまいりましたので、た

だいまより令和２年度第９回農業委員会総会を開会いたします。礼。 

○事務局長（田口 明君） おはようございます。本日、５番、荒木委員より欠席の旨

の通告がありましたので、ご報告いたします。本日の出席委員は１１名中、１０名

で定足数に達しておりますので、総会が成立することをご報告いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

２．農業委員憲章朗読 

○事務局長（田口 明君） それでは農業委員憲章朗読を３番の菅原委員さん、よろし

くお願いいたします。 

○３番（菅原 和義君） （農業委員憲章は省略） 

○事務局長（田口 明君） ありがとうございました。 

それでは、総会開催にあたり、会長挨拶をお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

３．会長挨拶 

○会長（竹島 久利君） 改めまして、おはようございます。今年もあとわずかとなり

ました。今年一年大変ご苦労でございました。今年はですね、初年からコロナ対策

で大変な一年でございました。また、来年はこんなことはないと思いますけど、ま

たこんな状態ならば大変でございます。このために行事もほとんどのイベントとか

会議なんかは延期や中止となって大変でございました。また来年はこんなことはな

いと思いますけど、来年も今年と変わらず頑張っていきたいと思います。 

 それから、本日の議題に提案されております荒廃地の問題ですけど、年々に少子

高齢化と申しますか、老人あたりで、それが災害地になったりもして、年々に荒れ

ているような状態が増えております。これを何とかやっぱり優良農地などを残して

いくために、皆さん方と一緒に今後も頑張っていかなければ、年々に優良農地も減

ってくるんじゃないかとちょっと心配しております。来年こそ皆さんで頑張って集

積、それから集積などに頑張っていきたいと思います。よろしくお願いしときます。 

○事務局長（田口 明君） ありがとうございました。 

それでは、南関町農業委員会会議規則第４条により、以降の議事の進行は竹島会

長にお願いいたします。 
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なお、発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならないとなってお

ります。また、携帯電話につきましては、音が鳴らないように対応をお願いいたし

ます。 

それでは、会長、よろしくお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

４．議事録署名人の指名 

○議長（竹島 久利君） それでは、これより議事に入ります。 

まず、議事録署名人の指名をいたします。今回は９番、大倉委員、８番、山本委

員をご指名をいたします。よろしくお願いをいたします。 

なお、今回も引き続き新型ウイルスの感染防止、拡大を防止するため、本総会の

開催時間をできる限り短縮することを目的とし、事務局の行う議案書の説明につい

ては、２枚の資料を配付しておりますので、必要最小限度にいたしたいと思います

ので、よろしくお願いをいたしておきます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

５．議 事 

○議長（竹島 久利君） それでは、議案審議に入ります。 

第４２号議案、「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」を議題と

いたします。 

 なお、許可申請の２番については、４番委員である末竹委員を受人とする案件と

なっておりますので、南関町農業委員会規則第１０条、議案参与の制限に該当する

ため、許可申請の２番を除く案件の審議を行い、末竹委員の退席後、２番の審議を

行いたいと思いますので、よろしくお願いをいたしておきます。 

 本案について、現地調査に出向かれた農業委員さんより説明をお願いをいたしま

す。７番、片山委員さん、よろしくお願いします。 

○７番（片山 カツ子君） はい、７番、片山です。第４２号議案、農地法第３条、所

有権移転申請の１番についてご説明いたします。 

 譲渡人から譲受人への贈与による所有権移転の申請となります。現地の確認を行

い、申請書等により検討した結果、農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当し

ておらず、申請は妥当であるとの協議結果でございました。 

ご審議かたよろしくお願いします。 

○議長（竹島 久利君） 続きまして２番、橋本委員、お願いします。 

○２番（橋本 勝君） はい。第４２号議案、農地法第３条、所有権移転申請の３番に

ついてご説明いたします。 

 譲渡人から譲受人への売買による所有権移転の申請となります。現地の確認を行
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い、申請書等により協議、検討した結果、農地法第３条第２項各号の不許可の要件

に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果でございました。 

 ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長（竹島 久利君） 続きまして、４番、末竹委員、お願いします。 

○４番（末竹 信雄君） 第４２号議案、農地法第３条、所有権移転申請の４番につい

てご説明いたします。 

 譲渡人から譲受人への売買による所有権移転の申請となります。現地の確認を行

い、申請書等により協議検討した結果、農地法第３条第２号各号の不許可要件に該

当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果でございました。 

 ご審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（竹島 久利君） ありがとうございました。委員の説明が終わりましたが、何

かご意見、ご質問ございませんか。何かご質問ございませんか。 

（なしの声） 

○議長（竹島 久利君） ないようでございますので、２番を除く案件について採決を

いたします。第４２号議案のうち２番を除く案件について、原案どおり決定するこ

とに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

○議長（竹島 久利君） 異議なしと認め、第４２号議案のうち２番を除く案件につい

ては、原案のとおり決定することにいたします。 

 次に２番の審議に移ります。４番、末竹委員の退席をお願いいたします。 

（４番、末竹委員 退席） 

○議長（竹島 久利君） 本案について、現地調査に出向かれました農業委員の説明を

お願いします。 

 ６番、西山委員、お願いします。 

○６番（西山 良輔君） 第４２号議案、農地法第３条、所有権移転申請の２番につい

てご説明いたします。 

 譲渡人から譲受人への売買による所有権移転の申請となります。現地の確認を行

い、申請書等により協議検討した結果、農地法第３条第１項、各項の不許可要件に

該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果でございました。 

 ご審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（竹島 久利君） ありがとうございました。委員の説明が終わりましたが、何

か、ご意見、ご質問ございませんか。何かありませんか。 

（なしの声） 

○議長（竹島 久利君） ないようでございますので採決をいたします。 
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 第４２号議案の２番について、原案のとおり決定することに異議ありませんか 

（異議なしの声） 

○議長（竹島 久利君） 異議なしと認め、第４２号議案の２番は、原案のとおり決定

をいたします。 

 末竹委員、着席をお願いいたします。 

（４番、末竹委員 着席） 

○議長（竹島 久利君） 続きまして、第４３号議案、「農地法第５条第１項の規定に

よる転用許可申請について」でございますが、取り下げ書が提出されておりますの

で却下いたします。 

 続きまして、第４４号議案「非農地証明願について」を議題といたします。案件

は、１件の１筆でございます。 

本件について、事務局説明をお願いします。 

○事務局（上田 賢君） 第４４号議案、非農地証明について、議案についてご説明い

たします。 

 １番、受付日、令和２年１１月１７日、申請番号１５１号、土地の所在地は記載

のとおり、転用目的は山林となっております。 

 事務局からの説明は以上です。 

○議長（竹島 久利君） ありがとうございました。事務局の説明が終わりましたが、

何か、ご意見、ご質問ございませんか。ご意見等ございませんか。 

（なしの声） 

○議長（竹島 久利君） ないようでございますので採決をいたします。 

 第４４号議案について、原案のとおり決定することに異議ありませんか 

（異議なしの声） 

○議長（竹島 久利君） 異議なしと認め、第４４号議案は、原案のとおり決定をいた

します。 

続きまして、報告第３号「許可不要転用届について」を議題となりますが、本件

については、報告を各委員に送付済みでありますので、これで終了させていただき

ます。 

○議長（竹島 久利君） それでは、本日の議案は全てこれで終了いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

７．閉 会 

○議長（竹島 久利君） 本日の議決事件などの字句の整理を議長に一任していただき

たいと思いますので、異議はありませんか。 

（はいの声） 



－ 7 － 

○議長（竹島 久利君） 異議なしと認め、処理することにいたします。 

 皆様方には慎重審議をいただきましてありがとうございました。これをもちまし

て、議長の席を下りさせていただきます。ありがとうございました。 

○事務局長（田口 明君） 竹島議長、ありがとうございました。 

 それでは、閉会を副会長、よろしくお願いいたします。 

○副会長（釘崎 眞貴子君） はい、ご起立ください。 

 これをもちまして第９回農業委員会総会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前９時４６分 
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本案は顛末相違ないことを認め、ここに署名します。 

 

 

 

南関町農業委員会会長  

 

 

 

議 事 録 署 名 人  

 

 

 

議 事 録 署 名 人  


